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議 会 運 営 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和２年５月１５日（金） 午前 ９時５９分 開会 

               午前１０時３２分 閉会 

 

１．場所 

  第一委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 福 住 礼 子 副委員長 弘   豊  委  員 森 西  正 

  委  員 楢 村 一 臣 委  員 香 川 良 平  委  員 光 好 博 幸 

  議  長 村 上 英 明  副 議 長 増 永 和 起 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  副市長 奥 村 良 夫  総務部長 山 口  猛 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 牛 渡 長 子 同局次長 溝 口 哲 也 

同局主幹兼総括主査 香 山 叔 彦  同局書記 速 水 知 沙 

同局書記 織 田 裕 太    

 

１．案件 

令和２年第２回臨時会審議日程及び議事日程について 
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（午前９時５９分 開会） 

○福住礼子委員長 ただいまから、議会運

営委員会を開会します。 

 まず、理事者から挨拶を受けることにし

ます。 

 副市長。 

○奥村副市長 おはようございます。本日

は、大変お忙しい中、議会運営委員会を開

催いただきありがとうございます。 

 ご承知のように、新型コロナウイルス等

対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が

４月７日に大阪府を初め７都府県に発出

されました。その後、４月１６日には、実

施区域を全都道府県に拡大されました。昨

日の国の発表では、３９県で緊急事態宣言

が解除されるとのことでありますが、大阪

府を含め８都道府県がいまだ緊急事態宣

言下でございます。 

 今までの間、４月２３日の第１回臨時会、

それから５月１日付の専決処分、また、今

回の第２回臨時会と頻繁に議会議員の皆

様のお手を煩わせることとなり、誠に申し

訳なく思っております。 

 今回、提案させていただきますのは、医

院、薬局、介護施設、保育施設等の従事者

に対する応援給付金に関する補正予算１

件と専決処分いたしました報告案件４件、

計５件の案件の議案提出を予定いたして

おります。概要につきましては、総務部長

から説明いたしますので、どうかよろしく

お取り計らいのほど、お願い申し上げます。 

○福住礼子委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、森西委員

を指名いたします。 

 それでは、第２回臨時会の提出議案につ

いて、概略説明をお願いします。 

 総務部長。 

○山口総務部長 それでは、令和２年第２

回摂津市議会臨時会提出案件の概略説明

をさせていただきます。 

 まず、議案第３６号、令和２年度摂津市

一般会計補正予算（第３号）でございます。 

 本件は、新型コロナウイルス感染症対策

として、市独自の施策を追加で講じるもの

で、現計予算額４６４億２８２万１，００

０円に補正額５，１３７万８，０００円を

追加し、補正後予算額を４６４億５，４１

９万９，０００円とするものでございます。 

 その内容は、新型コロナウイルス感染拡

大に伴う緊急事態宣言期間において、感染

リスクが高い職場で市民生活を支え続け

る医療や介護、福祉サービス等に従事する

職員に対し、感謝、激励することを目的と

しての応援給付金でございます。 

 これにつきましては、議会運営委員会の

資料といたしまして、左上をゼムピンでと

めた資料を２枚用意させていただいてお

りますので、ご参照賜りますようお願いい

たします。 

 次に、報告第３号は、令和２年度摂津市

一般会計補正予算（第２号）専決処分報告

の件でございます。 

 本件は、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大に伴う家計への支援を実施するた

め、また、施設の使用制限による休業要請

等を受けた中小企業等への支援を実施す

るために、早急な対応が必要となる事業へ

の経費につきまして、歳入歳出それぞれ９

０億３，３４８万６，０００円を追加する

補正予算を５月１日に専決処分いたしま

したので、ご報告させていただくものでご

ざいます。 

 主な内容は、歳入では、国庫支出金で特

別定額給付金給付事業費補助金８６億６，

７００万円、子育て世代臨時特別給付金事

業費補助金１億２，１５３万円のほか、財
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政調整基金繰入金１億４，７８３万円を計

上いたしております。 

 歳出では、特別定額給付金８６億６，７

００万円、子育て世帯臨時特別給付金１億

２，１５３万円、休業要請支援金市町村負

担金１億４，８００万円などを計上いたし

ております。 

 次に、報告第４号、摂津市税条例の一部

を改正する条例専決処分報告の件でござ

います。 

 本件は、地方税法等の一部を改正する法

律が令和２年４月３０日に公布され、同日

から施行されることとなったため、地方自

治法第１７９条第１項の規定により、５月

１日に専決処分をいたしたものでござい

ます。 

 その主な内容は、固定資産税に関しまし

ては、中小事業者等が、令和２年４月３０

日から令和３年３月３１日までの間に生

産性向上特別措置法に規定する認定先端

設備等導入計画にしたがって取得した先

端設備等に該当する事業用家屋及び構築

物に対して課する固定資産税の課税標準

の特例割合をゼロとするものでございま

す。 

 軽自動車税に関しましては、自家用の三

輪以上の軽自動車であって、乗用のものを

取得した場合における環境性能割の非課

税措置及び税率の特例措置について、その

適用期限を令和３年３月３１日まで延長

することとしたものでございます。 

 その他徴収猶予の申請手続等に関する

規定は、地方税法の規定による新型コロナ

ウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例

について準用する旨の規定を追加したも

のでございます。 

 次に、報告第５号、摂津市後期高齢者医

療に関する条例の一部を改正する条例専

決処分報告の件でございます。 

 本件は、新型コロナウイルス感染症対策

として、大阪府後期高齢者医療広域連合に

おいて傷病手当金を支給することとなっ

たため、地方自治法第１７９条第１項の規

定により、５月１日に専決処分をいたした

ものでございます。 

 内容といたしましては、本市が行う後期

高齢者医療の事務に傷病手当金の支給に

係る申請書の提出の受け付け事務を追加

したものでございます。 

 次に、報告第６号、摂津市国民健康保険

条例の一部を改正する条例専決処分報告

の件でございます。 

 本件は、新型コロナウイルス感染症対策

として傷病手当金の支給を行うこととす

るため、地方自治法第１７９条第１項の規

定により、５月１日に専決処分をいたした

ものでございます。 

 内容といたしましては、給与等の支払い

を受けている被保険者が新型コロナウイ

ルス感染症に感染した場合、または発熱等

の症状があり、感染が疑われる場合におい

て療養のため労務に服することができな

いときは、労務に服することができなくな

った日から起算して３日を経過した日か

ら労務に服することができない期間のう

ち、就労を予定していた日について傷病手

当金を支給することとし、１日当たりの支

給額は、直近３か月間の給与収入の合計額

を就労日数で除して得た額の３分の２に

相当する金額とするものでございます。 

 以上、令和２年第２回臨時会提出案件の

概略説明とさせていただきます。 

○福住礼子委員長 説明が終わりました。 

 この際、何か質問があればお受けいたし

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○福住礼子委員長 以上で質問を終わり

ます。 

 理事者の皆さんは退席いただいて結構

です。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１０時７分 休憩） 

（午前１０時８分 再開） 

○福住礼子委員長 議会運営委員会を再

開します。 

 審議日程及び議事日程について、事務局

から説明をお願いします。 

 香山主幹。 

○香山事務局主幹 令和２年第２回臨時

会の審議日程等の事務局案について、説明

いたします。 

 まず会期は、５月２１日の１日間でござ

います。 

 審議日程につきましては、５月２１日が

本会議で、議案の提案理由の説明、質疑、

採決でございます。 

 続きまして、５月２１日の議事日程につ

いて、説明をいたします。 

 日程１が会期決定の件、日程２は、報告

第３号、令和２年度摂津市一般会計補正予

算（第２号）専決処分報告の件など４件で

報告を受けていただきます。 

日程３は、議案第３６号、令和２年度摂津

市一般会計補正予算（第３号）で、上程の

上、即決でございます。 

 以上、事務局案の説明といたします。 

○福住礼子委員長 ただいま事務局から

説明がありましたとおりでよろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○福住礼子委員長 それでは、そのように

決定をいたします。 

 次に、説明事項がありますので、事務局

から説明をお願いします。 

 香山主幹。 

○香山事務局主幹 本臨時会におきまし

ても、前回と同様に議案の起立採決の際に

写真撮影を行います。撮影は、印刷委託先

のカメラマンにより、理事者側から行わせ

ていただきます。撮影が完了するまでの間、

ご起立いただきたく存じますので、ご協力

いただきますようよろしくお願いいたし

ます。 

 以上でございます。 

○福住礼子委員長 それでは、説明のとお

り、よろしくお願いをいたします。 

 続きまして、摂津市議会ＢＣＰの見直し

について、協議いたします。 

 前回の本委員会で委員長案をお示しさ

せていただき、各会派に持ち帰ってご協議

いただくことになっておりましたので、ご

意見等ございましたら、お受けしたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○福住礼子委員長 公明党といたしまし

ても特に異論はございませんでしたので、

それでは、本内容で決定をさせていただき

ます。 

 次に、第２回定例会に向けての新型コロ

ナウイルス感染症に係る議会運営の対応

についてです。 

 お手元に配付しております新型コロナ

ウイルス感染者・濃厚接触者発生時の議会

運営の対応について（案）を御覧いただき

たいと思います。 

 一番上の横の列に記載をしております

感染者・濃厚接触者発生時のケースは大き

く分けて四つ、一つは市民、次に、議会事

務局職員を除く市職員、議会事務局職員、

議員に分けております。議会事務局職員、

議員は、そこからより細かく項目を分け、

議会事務局職員については、感染者・濃厚
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接触者一人の場合と二人以上の場合、議員

については、定足数を満たす場合と満たさ

ない場合としております。 

 次に、左端の縦の列に記載をしておりま

す感染者・濃厚接触者発生時の対応方法と

しましては、感染症拡大防止対策の徹底、

本会議、委員会の日程変更、一般質問の短

縮・中止、本会議、委員会の中止の四つの

対応を表記しており、それぞれのケースに

対しまして、○が対応方法の実施、△が状

況により実施としております。 

 なお、この対応案につきましては、一定

の目安としてお示しさせていただいてお

りますので、ここに記載できない様々なケ

ースについては、本委員会で適宜対応を協

議してまいりたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

 以上が、委員長案の説明となりますが、

何かご不明な点等はございますか。 

 森西委員。 

○森西正委員 今、委員長案のということ

で提出いただいたんですけれども、この委

員会の中で適宜対応するということであ

りますけれども、議員の定足数を満たす場

合ということであれば、過半数以上の出席

であれば定足数を満たすということにな

ります。実際、過半数以上は満たしている

けれども、もし７人、８人、新型コロナウ

イルス感染症の感染者が出るというふう

なことであると、定足数を満たしているけ

れども、実際に、そしたら議会、委員会等

開催をできるかというふうなことにはな

ろうかというふうには思うんです。そうな

ると、クラスターというような形になるん

だろうというふうに思いますので、その点

は、委員会での判断というふうなことです

けれども、そういうふうなことになろうか

というふうなことだけ、協議をする前に認

識をしとかなあかんのかなというふうに

は思いますので、よろしくお願いします。 

○福住礼子委員長 今のご意見分かりま

した。検討させていただきたいと思います。 

 ほかにはございませんでしょうか。 

 光好委員。 

○光好博幸委員 確認ですけど、まず、濃

厚接触者というところの定義で言います

と、国とか研究機関等々で提示されている

定義の濃厚接触という認識でよろしいで

すかね。 

○福住礼子委員長 はい。 

 光好委員。 

○光好博幸委員 今、特に国等々で発表さ

れているのは、感染者の数は分かりますけ

ど、濃厚接触者というのがちょっとつかみ

にくいと。これはどういうふうにちょっと

対応されるというか。例えば、我々の会派

で一人かかりましたとなったら、二人濃厚

接触の可能性が高いとか、そういうふうな

形で数えるんかどうか、その辺りの確認と、

定足数というところでいくと、濃厚接触者

が、例えば先ほどの森西委員じゃないです

けど、７人、８人とふえてきたら、もう該

当するのかというところだけ確認。会派で

確認するとき、そういう話になる可能性も

あるんで。考え方だけでいいですので後ほ

どお聞かせいただけるよう要望しておき

ます。 

○福住礼子委員長 暫時休憩いたします。 

（午前１０時１６分 休憩） 

（午前１０時３１分 再開） 

○福住礼子委員長 再開いたします。 

 それでは、本対応策については、各会派

へ持ち帰っていただき、ご協議の上、次回

の本委員会で協議してまいりたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

 次に、本会議での新型コロナウイルス感
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染症対策についてですが、前回の臨時会と

同様に、傍聴を希望される方には、自粛を

要請いたします。 

 また、議員、理事者等の議場に入る全て

の方を対象にマスクの着用を義務付け、質

問及び答弁についても、マスクを着用した

まま実施させていただくとともに、密閉空

間の改善を図るため、議場においても本会

議中に扉を開放することで換気を行いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 以上で、本委員会を閉会いたします。 

（午前１０時３２分 閉会） 

 

 

 

 

 

 委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。 
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